
日
米
安
保
条
約
で
地
位
協
定

は
、
日
本
に
お
け
る
米
軍
の
治

外
法
権
を
広
く
認
め
て
い
ま
す
。

米
軍
の
構
成
員
・
家
族
・
軍
属

は
、
出
入
国
管
理
と
外
国
人
の

登
録
・
管
理
の
外
に
お
か
れ

（
9
条
）
、
米
国
の
公
の
船
舶
・

飛
行
機
は
、
自
由
に
日
本
の
港
・

飛
行
場
に
出
入
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
5
条
）
。

米
軍
構
成
員
・
軍
属
の
犯
罪
で
、

も
っ
ぱ
ら
米
国
の
財
産
も
し
く

は
安
全
の
み
に
対
す
る
罪
、
ま

た
は
も
っ
ぱ
ら
米
軍
構
成
員
・

軍
属
・
そ
れ
ら
の
家
族
の
身
体

も
し
く
は
財
産
の
み
に
対
す
る

罪
、
公
務
執
行
中
の
行
為
ま
た

は
不
作
為
か
ら
生
じ
る
罪
を
犯

し
た
者
に
つ
い
て
は
、

米
軍
当
局
が
第
一
次
裁

判
権
を
有
し
、
こ
の
裁

判
権
が
行
使
さ
れ
た
と

き
に
は
、
日
本
国
は
そ

の
事
件
に
つ
い
て
裁
判

権
を
行
使
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
（
17
条
3
）
。

施
設
・
区
域
内
で
は
、

警
察
権
は
米
軍
に
よ
っ

て
行
使
さ
れ
る
の
で
あ

り
（
17
条
10
）
、
た
と

え
日
本
側
に
裁
判
権
の

あ
る
場
合
で
も
、
起
訴

さ
れ
る
ま
で
は
身
柄
は

引
き
渡
さ
れ
な
い
（
17
条
5c
）
。

こ
の
条
項
に
関
連
し
、1

9
9
5

年
9
月
に
起
き
た
米
兵
の
女
子

小
学
生
に
対
す
る
暴
行
事
件

（
沖
縄
米
兵
少
女
暴
行
事
件
）

に
端
を
発
し
、
地
位
協
定
の
見

直
し
が
連
立
与
党
で
も
問
題
と

さ
れ
た
。

し
か
し
、
日
米
両
国
政
府
は
、

協
定
の
見
直
し
に
は
踏
み
込
ま

ず
、
合
同
委
員
会
で
、
刑
事
裁

判
手
続
の
「
運
用
」
見
直
し
を

す
る
こ
と
と
し
、
「
殺
人
又
は

強
姦
と
い
う
凶
悪
な
犯
罪
」
で
、

日
本
側
が
起
訴
前
に
容
疑
者
の

身
柄
引
渡
し
を
要
求
し
た
場
合
、

米
軍
は
原
則
と
し
て
こ
れ
を
引

き
渡
す
こ
と
が
合
意
さ
れ
た

（
こ
の
事
件
で
は
、1

9
9
6

年
3

月
に
那
覇
地
裁
で
3
人
の
被
告

に
懲
役
刑
の
実
刑
判
決
が
言
い

渡
さ
れ
た
）
。

民
事
裁
判
権
に
つ
い
て
は
、

公
務
執
行
中
の
米
軍
構
成
員
・

被
用
者
（
日
本
国
籍
を
も
つ
者

を
除
く
）
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

た
損
害
か
ら
生
じ
る
請
求
は
、

自
衛
隊
の
行
動
か
ら
生
じ
る
請

求
と
同
じ
よ
う
に
日
本
国
に
よ
っ

て
解
決
さ
れ
る
（
18
条
5
）
も

の
と
し
、
そ
の
費
用
は
米
日
両

国
に
よ
り
、
所
定
の
比
率
で
分

担
さ
れ
る
（
18
条
5e
）
。

こ
れ
ら
の
者
は
、
公
務
の
執
行

か
ら
生
じ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

日
本
の
判
決
の
執
行
手
続
に
は

服
さ
な
い
（
18
条
5f
）
。

ま
た
米
軍
お
よ
び
そ
の
構
成

員
・
家
族
は
、
広
い
範
囲
で
日

本
の
課
税
権
か
ら
の
免
除
を
認

め
ら
れ
て
い
る
（
11
～
15
条
）
。

そ
の
ほ
か
、
外
国
為
替
管
理
上

の
特
例
（
19
条
）
、
通
貨
体
系

に
お
け
る
特
例
と
し
て
の
軍
票

の
使
用
（
20
条
）
、
自
動
車
運

転
免
許
制
の
特
例
（
10
条
）
な

ど
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

敗
戦
国
の
歴
史
的
な
経
緯
か

ら
見
て
、
今
回
の
沖
縄
の
暴
行

殺
人
事
件
か
ら
見
て
、
日
米
安

保
条
約
で
当
然
密
約
が
存
在
し

て
い
る
と
考
え
て
不
思
議
は
な

い
。

日
米
地
位
協
定
に
つ
い
て
、
今

回
も
同
じ
く
運
用
を
改
善
（
改

正
で
は
な
い
）
す
る
と
オ
バ
マ

大
統
領
と
安
倍
総
理
は
日
米
会

談
で
発
表
を
行
っ
て
い
ま
す
。

４
月
（
Ｎ
Ｏ
・
３
８
４
号
）

に
書
い
て
い
ま
す
が
、
次
期
大

統
領
は
ト
ラ
ン
プ
氏
に
な
る
の

は
確
実
。

次
の
一
手
は
、
こ
れ
ま
で
日
本

は
ア
ベ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
の
延
長
線

上
で
良
い
の
で
し
ょ
う
か
、

実
際
に
中
露
と
対
峙
で
き
ま
す

か
ね
？

。
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ア
ベ
（
ア
ホ
）
ノ
ミ
ッ
ク
ス

の
失
敗
を
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト

で
粉
飾
す
る
た
め
、
各
国
ト
ッ

プ
に
情
勢
認
識
を
共
有
す
る
発

言
で
あ
っ
た
、
各
国
の
首

脳
達
は
誰
も
認
識
を
共
有

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
完
全

に
失
敗
で
す
。
そ
の
後
ア
ベ
の

言
い
訳
と
ブ
レ
は
悲
惨
で
す
。

当
時
大
企
業
優
遇
を
シ
ャ
ン

パ
ン
タ
ワ
ー
を
例
に
し
、
大
企

業
が
潤
え
ば
シ
ャ
ン
パ
ン
が
末

端
ま
で
行
き
渡
る
と
説
明
し
て

い
ま
し
た
が
、
指
導
者
が
シ
ャ

ン
パ
ン
。
ま
ず
民
を
最
優
先
に

し
な
け
れ
ば
国
力
が
豊
か
に
な

ら
な
い
。
最
優
先
に
す
べ
き
順

番
を
完
全
に
間
違
っ
て
い
ま
す
。

開
国
当
時
と
時
代
錯
誤
し
て
結

果
、
国
民
は
ど
ん
ど
ん
貧
し
く

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
日
本
の

人
口
が
将
来
に
わ
た
っ
て
減
っ

て
い
る
。
若
者
が
減
少
し
国
力

が
衰
退
し
て
い
る
途
上
で
す
。

三
本
の
毒
矢
で
毒
が
回
っ
て
い

ま
す
。
実
際
に
ア
ホ
ノ
ミ
ッ

ク
ス
の
失
敗
で
す
よ
。

国
民
の
た
め
に
日
本
の

優
秀
な
官
僚
を
活

用
し
て
い
ま
せ
ん
。

与
党
が
党
利
党
略

の
た
め
利
用
し
て

い
る
の
で
す
。


